
№

款 項 目

事業名称

年

年

行政評価

実施計画

Ｂ
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(5) 事業をとりまく環境の変化（社会環境，市民ニーズ等）や市民・議会の要望，意見等とそれに対する対応
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5　安全な水を安定供給できるまちづくり（上水道）

ﾍﾟｰｼﾞに掲載）

(4) 総合計画での位置づけ

一般事業費(ソフト事業)

（総合計画掲載ﾍﾟｰｼﾞ

   施策

国庫支出金

57

61,236

水道料金システム業務委託 12,636

(千円)

62,050

27

13,450

配水・給水費計上

62,050

27平成
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担
当
部
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部 局 名

61,236

年度

年度

48,600

配水・給水費計上

(千円)

(千円)

(千円)

県支出金

(千円)

合計

(千円)

地方債

一般財源

62,050その他特定財源

61,236

   施策内容

(3) めざす姿（意図・どのような状態になるのか）(1) 対象（だれに対して・何に対して行うのか）

平成14年度の水道法改正により第3者委託制度が創設され，各水道事業体では民間委託や広域化が進んできている。さらに平成23年
度のPFI法改正によりコンセッション方式（公共施設等運営権制度）が創設され，より一層の民間委託（運営権の民間移譲等）が進むこと
が予想される。現在は，純利益を確保できているものの，人口減少等による給水収益の減少や施設の老朽化・耐震化対策により収支が
ひっ迫することが予想される。今後，更に民間に任せられる部分は委託し，業務の効率化を図るとともに経費削減を進め，施設の老朽
化・耐震化対策のための資金を確保することが重要である。

給水装置関係業務委託

水道料金検針・徴収業務委託

上水道台帳更新業務委託

漏水調査委託

２．事業の目的及び内容

18 4

水道事業会計の効率的な運営による経営の健全化

月から (8)事務分類

財
源

１．事業の概要

［新規又は継続］

(2) 事務事業

　  の名称

(5) 事業期間 開始

終了

80

(6) 事業主体

1予算科目

事業の性質

会計区分

実績額（千円）

48,600

合計

配水・給水費計上 配水・給水費計上

(4) 事業開始のきっかけや他市の状況など
（※ 1-(８)事務分類が法定受託の場合は記入の必要なし）

● 予算内訳

事業内容 30

計画額・見込額（千円）

３．事業コスト

28年度

カ年） 根拠法令

29

財源区分

(7) 予算・

     財源等

第５次結城市総合計画実施計画策定及び行政評価シート

電話(内線) 652

月まで（

予算書上の

425（予算書

自治事務

(1) 事業種別

     の種別　

市

26

水道料金検針・徴収業務委託事業

都市建設部

水道課

業務係

総係費

地方公営企業法，水道法

水道利用者，指定給水装置工事事業者，結城市水道事業 水道料金検針徴収業務及び給水装置関係業務の効率的・効果的な運
営により，給水収益の確保及び水道利用者へのサービスの向上を図
る。

・水道料金検針・徴収業務の民間委託
・水道料金システムの委託
・給水装置工事申請の受付，審査，窓口対応等の給水装置
関係業務の民間委託委託
H28年度～
・管路情報の補正作業，管路情報システムの保守の委託
・漏水調査の作業計画，現場調査，報告業務の委託

・人件費削減，業務の効率化，収納率の向上等を目的に平成１８年度
から水道料金検針徴収業務の民間委託を開始した。
・近隣事業体で給水装置関係業務委託の民間委託が進んできているこ
とから，同業務についても，人件費削減，業務の効率化等を目的に平
成２５年度から民間委託を開始した。

(2) 手段（事業内容・どのようなことを行うのか）

市単独2　安全で住みやすさを実感できるまちづくり（都市・環境）

25201

  ① 事業の区分

  ② 施策コード

   基本目標(政策)

   基本施策 1

健全な水道経営と水道ｻｰﾋﾞｽの充実

課 名

係 名

記 入 者

実績内容の評価 
検討・改善 検討・改善内容を反映 



％ ％

％ ％

記入者が評価を行う

担当課長が評価を行う

企画調整会議において

水道料金検針徴収業務等を民間に委託することで，委託前と比較して，給水収益の収納率が２％向上し，損益勘定職員の数が
5名削減されており，非常に効果が高い事業である。

水道料金検針徴収業務については，高額滞納者に対する支払督促制度等法的措置の活用，市外転出者に対する徴収の強化
を図り，収納率の目標を達成することが重要である。
給水装置関係業務については，民間委託が軌道に乗った時点で，市水道事業の人員効率を高める必要がある。
また，平成27年度に契約が満了するため，個別に契約している水道料金検針徴収業務委託，給水装置関係業務委託，上水道
台帳更新業務委託を一本化し，市と民間との連絡体制を円滑化するとともに，コスト削減や事務の効率化を図ることが重要であ
る。

有効性 成果の向上 A 上がっている

進捗度 事業の進捗 B どちらとも言えない

上記のとおり収納率の向上及び人員の削減が図られている。

契約では平成27年度における過年度収納率の目標を99.9％としているが，
現在の徴収方法のみでは非常に厳しい状況にある。

(3)総合評価　上記評価を踏まえて事業全体について評価し，問題点・課題等を指摘してください。

(4)対応策・提言等　この事業を今後どのように改善･改革をしていきますか？

99

100

100

9999実績(見込)値

100

9998

400

100目標値

達成率 98.5 98.6

％

100

妥当性

A

実施主体の
妥当性

A

100

A

理由

100.0

必要性 事業の必要性

手段の妥当性

受益者の偏り 広い範囲に対して便益が提供されており，偏りは見られない。

％ 100 100

B どちらとも言えない

B

４．指標の検証（活動指標・成果指標）

(3)最終評価

目標値

達成率

(1)平成26年度の行政評価結果をうけて，平成26年度に取り組んだ改革改善点があれば記載してください。

100 100 100

27年度以降の事業の方向性 評価理由・根拠

100

100.0

100

実績(見込)値

6．事業の方向性判断

指
標
名

(1)記入者評価　 改善・改革しながら継続（成
果向上・ｺｽﾄ維持又はｺｽﾄ削
減，成果維持・ｺｽﾄ維持又はｺｽ
ﾄ削減）

　注）記入者は「５．事業評価」を記載するため，この欄は未記入で結構です。

公平性 偏りは見られない

どちらとも言えない

2

効率性
コスト効率
人員効率

実績(見込)値指
標
名

実績(見込)値

5．事業評価

2 22 2

給水停止に至る期間を3カ月から2か月に短縮することで，給水収益の早期回収を図った。
また，給水装置関係業務の民間委託を進め，平成26年4月から開始した。

行政，民間，両者で可能な事業である。

水道料金検針徴収業務委託前と比較して，給水収益の収納率が２％向上
し，損益勘定職員の数が5名削減され効率性は向上している。今後は給水
装置関係業務について人員効率を高めていく必要がある。

上記のとおり，給水収益の確保及び人件費を削減を図るためには民間に
委託することが妥当である。

人口減少等の影響により給水収益は伸び悩んでおり，給水収益の確保や
人件費の削減を進めるうえで，民間委託する必要性は高い。

給水装置工事申込み件数

滞納整理

収納率

給水装置工事検査合格率

回/月

件
400400 400

目標値

指標の名称

目標値

2

26 年度 29 年度

評価主体

改善・改革しながら継続（成
果向上・ｺｽﾄ維持又はｺｽﾄ削
減，成果維持・ｺｽﾄ維持又はｺｽ
ﾄ削減）

27 年度

　  評価を行う

妥当である

上記評価のとおり。

(2) 成果指標（事業実施によるめざす姿の達成度）

400

単位

(2)一次評価

年度

必要性は高い

評価項目・客観的評価

357

(2) 項目別評価

28 30 年度

(1) 活動指標（実施した事業の内容）

　水道料金検針徴収業務を平成１８年度に，給水関係業務を平成２６年度に民間
委託し事業効率化や収納率向上に努め，併せて人員削減を図ってきたが，日常的
な赤水や漏水処理，老朽施設の更新など，十分な人材の確保するため必要に応じ
て更なる民間委託化を進め人員の確保や経費の削減を図る。


